
  
 

関東森林管理局仕様書 

 

１ 総  則 

 

（１）この関東森林管理局造林事業仕様書(以下「作業仕様書」という。）は、請負実施に係わる

造林関係の各作業種の一般的な作業仕様を示すものであり、請負事業の全般に係わる一般的

な事項は造林請負事業標準仕様書によるものとする。 

 

（２）これに示されていない事項及び特殊な作業については、別に定める特記仕様書によるものと

する。 

 

（３）特記仕様書に記載された事項は、この作業仕様書に優先するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



造 林 事 業 特 記 仕 様 書 

１  ナラ枯れ防除（おとり丸太）について 

（１）作業内容 

   はい積みしたナラ類の丸太に疑似フェロモン剤を設置し、丸太に誘引され穿入したカシノナ

ガキクイムシを薬剤により駆除して、産卵、穿孔中の幼虫等を殺し成虫の発生を防止し、ナラ

枯れ被害のまん延を防止するものである。 

 

（２）おとり丸太設置 

① おとり丸太に使用する材は、設置予定日から遡って１ヶ月以内に伐採されたナラ類（コナ

ラ、ミズナラ等）から採取した末口径 15cm 以上、長さ 1.8～2.2ｍ程度の丸太を使用するこ

と。 

② 使用する丸太はナラ枯れ被害の拡散を防止するため、未被害地から調達すること。 

③ 立木を伐採・搬出して丸太を調達する場合は、伐採地において空間放射線量率が 0.5μＳ

Ｖ/h以下の伐採地から調達することとし、測定結果を監督職員に報告すること。 

④ 数量確認は、検知とするので監督職員に確認資料を提出し、確認検査を受けること。 

⑤ おとり丸太は、運搬の集積の際に可能な限り外皮が剥がれないように注意すること。 

⑥ おとり丸太は、井桁組またははい積みのうえ、乾燥防止のため寒冷紗で被覆すること。ま

た、くん蒸処理シートの被覆がしやすいように集積すること。 

⑦ 集積箇所は歩道等の入林者の通行する箇所及び沢付近等の処理剤流出の恐れのある場所を

避けるとともに、傾斜地等の滑落等の恐れのある場所は、杭などにより防止措置を講じる

こと。 

⑧ おとり丸太の設置箇所に第三者が近づかないよう、危険防止表示等の安全対策を実施する

こと。 

 

（３）誘引剤 

① 直射日光を避けて、風などで落下しないように、誘引効果が均一となるよう集積の両端に

吊り下げて設置すること。 

② 誘引剤の使用にあたっては説明書等に留意し、使用後の容器等は適切に処理すること。  

 

（４）くん蒸処理 

① 薬剤の使用にあたっては予め事業計画書とともに「森林病害虫防除薬剤使用承認願（様式

１）」を提出し、発注者の承諾を得ておくこと。また、使用前に監督職員の確認検査を受け

ること。 

② くん蒸は、おとり丸太をくん蒸処理シートに包み、密閉したシート内で薬剤を散布して気

化した薬剤で駆除する方法である。集積全体にまんべんなく薬剤を散布し、速やかにシー

ト端を密閉性が保たれるよう措置すること。 

③ くん蒸処理シートの被覆時に破れが生じた場合には、耐久性のある粘着テープ等で直ちに



補修すること。 

④ 作業については、薬剤が気化しやすいように晴天で気温の高い日を選び、曇りや雨天・気

温の低い日は避けること。 

⑤ 施工後は最低でも 14日間の密閉状態が保持されるよう管理し、くん蒸シートの破損等を

発見した場合は速やかに補修すること。 

⑥ 被害丸太については未被害地へ移動させず、カシノナガキクイムシ次世代成虫脱出前まで

にくん蒸処理すること。 

⑦ 伐倒くん蒸箇所には薬剤名、薬剤数量、処理年月日、を表示した立て看板等により注意喚

起をはかること。 

 

（５）資材の仕様等について 

① 誘引剤 

薬剤 有効成分 使用量 数量 

ケルキボルア剤 ケルキボルア 78.0％ 

集積 

１箇所あたり 

２本 

２本 

※上記の資材と同等のものとする。 

 

② 寒冷紗 

※ 上記の資材と同等のものとする。 

 

③ くん蒸剤 

薬剤 有効成分 使用量 数量 

カーバムナト

リウム塩液剤 

ナトリウム 

(メチルジチオカルバマート) 

 (化管法第１種) 42.0％ 

被覆内容積 

1 ㎥あたり 

原液 0.75ℓ 
７．５ ℓ 

※ 上記の資材と同等のものとする。 

 

 

 

 

材 質 規 格 数 量 

寒冷紗（黒色） 幅×長さ ２ｍ×５０ｍ １５ｍ 



④ くん蒸処理シート 

※ 上記の資材と同等のものとする。 

⑤ 薬剤・くん蒸処理シート等は請負者が調達することとし、使用する前に資材の規格、数

量、品質について監督員の確認を受けなければならない。また、納品書(写）は監督員に提

出すること。 

 

（６）薬剤の取扱等 

① 薬剤散布中又は薬剤を稀釈する際は、林内の河川、用水路等に流入しないように注意する

こと。 

② 薬剤散布に使用した器具類を河川、用水路等で洗わないこと。 

③ 空になった薬剤の容器は、監督職員の確認を受けてから処分することとし、林内に放置し

たり、河川等に被害を及ぼすおそれのある場所に投棄しないこと。 

④ 薬剤の使用上の注意事項を遵守する。特に毒物又は劇物に指定されている薬剤について

は、毒物及び劇物取締法の規定を遵守すること。 

⑤ 薬剤は、密栓して火気のない冷暗所にカギをかけて保管すること。 

⑥ 薬剤に火気を近づけないこと。 

⑦ 容器の蓋は完全にし、運搬中に薬剤がこぼれないように注意すること。 

⑧ 作業現場へ運搬する薬剤は、当日の使用可能量とし、残量が生じた場合は、林内に放置す

ることなく所定の場所に保管すること。 

⑨ 薬剤を直接取り扱う者は、原液や散布液が直接皮膚に触れないよう、防護衣等の保護具を

使用し、かつ清潔で丈夫な物を使用すること。 

⑩ 作業後は、顔、手等の露出部を石鹸等でよく洗い、うがいをすること。 

 

（７）安全管理 

作業中は、危険回避のため、関係者以外の立ち入りを禁止する措置を講ずること。 

 

（８）その他 

① 施工状況写真並びに監督職員の立会は、設置前、丸太運搬・設置、合成フェロモン剤設

置、くん蒸処理、おとり丸太撤去・処分等の各工程について記録並びに立会とすること。 

② フォワーダ等車輌系機械搬入に際して、電線及び公道を損傷しないよう必要な措置を講じ

たうえで作業すること。 

③ 丸太の集積に際して、他の立木や苗木等を損傷しないよう注意すること。 

④ 薬剤の使用を予定している最初の日までに「農薬使用計画書」を東北農政局 消費・安全

部安全管理課に届出をすること（別紙様式第 1 号） 

⑤ 作業は仕様書により行うこととするが、この仕様書により難い場合は、監督職員と協議の

上決定すること。 

材 質 規 格 数 量 

生分解性プラスチック 幅×長さ ４m×３０m  ８０m2 



 

  ２  作 業 に つ い て 

 

 当該事業箇所における作業の実施に当たっては、下記に留意し実施することとする。 

  ① 連絡体制等の整備 

    ア 緊急時に迅速かつ的確な情報が得られる体制を整えるため、ラジオや携帯電話を携行

すること。 

    イ 緊急時に連絡体制が確保できるよう、作業地毎に作業現場と事業所間の連絡状況を確

認した上で作業実施すること。 

    ウ 緊急時の移動ルートなどを作業実施前に作業者全員に周知しておくこと。 

 

  ② 作業上の留意点 

    ア 長袖、手袋等を着用し、可能な限り肌の露出は避けること。 

    イ 土埃が舞いやすい作業を行う場合にはマスク（防塵や花粉対策用など）を着用するこ

と。 

    ウ 雨天等の荒天時には作業を見合わす等を含め臨機の対応をとるとともに、衣類が濡れ

た場合にはタオル等で濡れた部分を拭き取るか、着替えること。 

    エ 作業後に手や顔を洗い、うがいをすること。 

 

 


